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仕 様 書 
 

１ 業務名 

  商店街情報発信支援事業（PR 動画コンテスト）業務委託 

 

２ 業務の目的 

   現在、市内商店街の多くが、来街者・売上の減少という喫緊の課題に直面して

いる。 

   そこで、本事業では、市内外からコンテスト形式で、商店街の魅力を伝える動

画を募集することで、新たな商店街の魅力発見やこれまで商店街に関心のなかっ

た層の来街促進を図る。 

 

３ 契約期間 

   契約締結日～令和８年３月６日（金） 

 

４ PR 動画コンテスト概要 

（１）日程 

・令和７年９月～１０月 PR 動画コンテスト告知 

・令和７年１１月～令和８年１月 PR 動画募集 

・令和８年２月 審査会、表彰式 

（２）表彰式会場 

市内の２００人程度収容可能な会場 

（３）参加費 

無料 

 

５ 業務内容 

「２ 業務の目的」の達成に向け、PR 動画コンテスト実施に必要な企画・運営

等に係る一切の業務を委託する。 

（１）PR 動画コンテストの企画運営及び進行管理に係る事項 

  ア PR 動画コンテスト企画の作成 

イ PR 動画コンテスト実施スケジュールの作成 

ウ PR 動画コンテスト全般の運営管理 

（審査員の招聘、表彰式会場の確保、表彰式の進行を含む） 

【留意事項】突発的なトラブル時の対策（中止の場合を含む）など危機管理につ 

いて配慮すること。 

（２）PR 動画募集サイトに係る事項 

ア PR 動画募集サイトの設置・運営 

  （企業協賛・景品情報の管理、不適切動画の削除、投稿作品の投票管理、 

セキュリティ対策を含む） 

イ 投稿者に対する説明（問合せ対応も含む） 

ウ 表彰者への表彰式出席連絡 

  エ 投稿者へのアンケート（集計も含む） 
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（３）PR 動画コンテスト広報業務 

  ア 広報計画の作成 

  イ ポスター、フライヤーの作成 

（４）その他、PR 動画コンテスト実施に必要な業務 

（５）事業報告の作成・提出 

すべての事業について、実施状況が分かる写真等を掲載し、事業実績報告書 

を作成すること。下記提出物については、そのデータを納品すること。 

ア 提出物 

①事業実績報告書 

②上記「５ 業務内容（１）（２）（３）」における作成物データ 

③上記「５ 業務内容（２）」における投稿者アンケート集計データ 

④記録写真 

⑤業務完了報告書 

イ 納品期限 令和８年３月１３日（金） 

 

６ 留意事項・条件等 

（１）契約締結後、速やかに業務計画書（業務実施スケジュール、実施体制等）を作 

成し、市に提出してその承認を受けること。 

（２）当該業務で取り扱う個人情報の収集については必要最小限度にとどめ、個人の 

権利等を侵害することのないよう、法令、条例等を遵守し適正な取扱を確保す 

るものとする。 

（３）受託者は本業務について秘密を守り、業務内容を許可なく第三者に公表、転用 

及び貸与してはならない。 

（４）受託者は市と綿密に連絡を取りながら、委託業務を実施しなければならない。

また、市が業務の履行に関し受託者に報告を求めた時には直ちに応じること。 

（５）当該 PR 動画コンテストの開催にあたり傷害保険に加入するなど、来場者及び

スタッフが事故を被った場合に備え、受託者の責任で対応すること。 

（６）受託者は本業務の全部又は一部を再委託若しくは請け負わせてはならない。た

だし、事前に市の承諾を得たとき又は市と協議を行った上で再委託した方が効

果的と判断された場合はこの限りではない。再委託先の行った作業の結果につ

いては受託者が全責任を負うこと。 

（７）契約金額には委託契約の履行に必要となる一切の経費（会場使用料、電気料金、

設営・撤去費、運搬費等の諸経費等）を含む。 

（８）本業務の遂行にあたり、市又は第三者に損害を及ぼしたときは、市の責任に帰 

する場合を除き、受託者がその賠償の責任を負うこととする。 

（９）成果品の所有権及び全ての著作権（著作権法（昭和４５年法律第４８号）第２

７条及び第２８条に規定する権利を含むが、これらに限られない。）は、市に

帰属するものとする。 

（10）本仕様書に定める事項等に疑義が生じた場合は速やかに受託者及び市で協議し 

て決定する。 

（11）本仕様書に定めのない事項等については、協議の上決定するもの。 

（12）受託者は、北九州市契約規則及びその他の関係規則を遵守すること。 

（13）本業務における成果の著作権は、全て北九州市に帰属するものとする。 
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７ 委託料の支払い 

（１）委託業務完了後に、速やかに業務完了報告書を作成し、市に提出すること。 

（２）受注者は、市から委託業務の履行をすべて完了したことの確認を受けた後に、

市の指定する方法により、委託料を請求するものとする。 

（３）市は、受注者から委託料の請求があったときは、適法な支払請求書を受理した

日から起算して３０日以内に受注者に支払うものとする。 

 

８ 費用の積算にあたっての留意事項 

（１）審査員への謝礼・交通費について 

    事業者が負担するものとする。交通費は、実費（審査員所属先から表彰式会 

   場までの経費）で計算すること。 

（３）PR 動画コンテスト経費について 

    資料作成に係る経費、通信費、印刷費の経費は事業者が負担することとする。 

（４）本契約の履行に必要な業務 

ア PR 動画コンテスト実施・運営に係る事前・当日準備一式（広報物の作成、会 

場設営、動画募集債との管理・運営を含む） 

イ PR 動画コンテスト当日受付、写真撮影 

  ウ 投稿者へのアンケート実施、集計 

エ 報告書作成業務（開催概要、写真等含む） 

（７）その他 

ア 委託者と協議のうえで、業務全体の計画書を作成し、契約締結後速やかに提 

出すること。 

イ 本仕様書に明示なき事項、または業務上疑義が発生した場合は、両者協議に 

より業務を進めるものとする。 

ウ 実施にあたっては、安全管理、危機管理等について十分留意すること。 

エ 資料等勉強会にかかる一切の制作物制作にあたり、著作権や肖像権などに十 

分に留意し、決して法に抵触しないこと。 

オ 本業務の履行にあたり入手した一切の権利は、市に帰属するものとする。 

  カ 仕様書に定めのない事項または疑義がある場合は市と協議の上、業務を実施 

すること。 

 

９ 成果物の納入先 

  北九州市産業経済局サービス産業政策課 

 

10 秘密の保持 

個人情報を含む一切の情報を、第三者に漏らしてはならない。 

 


